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化学物質管理の規制に関する情報のご案内

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げまサ。

平素は当協会の事業活動につきまして格段のご協力を賜 り厚 くお礼申し上げます。

令和 6年 4月 から、対象化学物質を製造または取 り扱 う事業場に対 し、化学物質管理者や保

護具着用管理責任者の濃任が義務付けられました。業種や事業場規模によらず対象 となること

か ら、当協会においては、令和 4年 10月 以降、化学物質管理者等 を養成するための研修を行

い、既に 1万人以上の方に受講いただいてお ります。

対象となる化学物質 (リ スクアセスメン ト対象物 896種類)は、製造業だけでなく、建設業、林

業、清掃業、保健衛生業、商業、飲食業などにおいて幅広く使用されていることから、様々な分野

の方々に理解いただけるよう、研修事業や図書頒布等を行つております。今回、特に、厚生労働省

が 5月 初めまでに公表 した関連の技術基準等の最新情報にも対応 しています。

8月 か らは、予備知識が十分でない初級者等向けの化学物質管理者研修 (1日 間)も 開始 し

ます。厚生労働省か らの通達で示 された科 目に準拠 してお り、業種・規模関わらず リスクアセ

スメン トの基本から学びたい方にお勧めの内容 としています。

また、業界団体や企業が主催 して研修を実施する際には、講師を派遣するサービスも行つており

ます。

化学物質管理に係 る研修事業及び新刊・改訂図書 リーフレン トを別添のとお り送付いた しま

すので、貴会におかれま しては、会員企業様ほか、関係団体様への周知につきましてお取 り計

らいのほど、宜 しくお願い申し上げます。
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